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耐震設計と構造設計の関係

JEA指針 ： 原子力発電所耐震設計技術指針JEAG4601

JSME規格 ： 発電用原子力設備規格 設計･建設規格

耐震設計の許容応力は、基本的に構造設計の許容応力と同じである

設計と
適用規格

耐震設計－JEA指針：地震力の特徴*に留意

構造設計－JSME規格

作用荷重 圧力 機械的
外力

熱膨張差
温度分布

自重 地震力

＊ 地震力は発電所のすべての施設に同時かつ共通に作用する
地震力は短時間に繰返し作用する
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機器等の重要度の考え方

• 構造設計
個々の機器･配管が破損した場合の安全への影響度に応じ
てクラス分類（主に品質レベルで配慮）

（クラス1、クラス2、クラス3、クラス4、クラスMC）

• 耐震設計
共通かつ同時に作用する地震力により当該施設が破損した
場合の安全への影響度に応じて重要度分類（主に耐震強度で
配慮）

（ Asクラス、 Aクラス、Bクラス、Cクラス）
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一次応力と二次応力
• 一次応力
作用する力との釣り合いにより生じる応力

→作用する力が増えると、応力･ひずみも増える

例：内圧により容器壁に生じる一様な応力
曲げモーメントを受ける配管に生じる応力

地震慣性力により生じる応力は一次応力に分類されている

• 二次応力
隣接部分の拘束により生じる応力

→変形･ひずみが生じると、応力が低減する

例：熱応力
円筒胴と球形鏡の接続部に生じる応力増加分
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許容応力の考え方

（１）破損形態ごとに許容基準を規定する

延性破壊防止 ：一次一般膜応力を制限

塑性崩壊防止 ：一次(膜+曲げ）応力を制限
座屈防止 ：外圧、圧縮応力等を制限

疲労破損防止 ：応力･ひずみの変動範囲と繰返数を制限

進行性変形 : 一次、二次応力の組合せ条件を制限

脆性破壊､応力腐食割れ､腐食･磨耗は、応力､材料､さらに

使用環境をも考慮した制限により破損を防止する

許容基準は、実際の限界より安全側に設定されている
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許容応力の考え方
（２）運転状態ごとに許容応力を設定する

運転状態Ⅰ：原子炉施設の通常運転時の運転状態

運転状態Ⅱ：運転状態Ⅰから逸脱した運転状態であって、運転
状態Ⅲ､運転状態Ⅳ、試験状態以外の運転状態

運転状態Ⅲ：原子炉施設の故障､異常な作動等により原子炉の

運転停止が緊急に必要とされる運転状態

JEAG4601はS1地震を運転状態Ⅲ相当としている

運転状態Ⅳ：原子炉施設の安全性評価の観点から異常な状態
を想定した運転状態

JEAG4601はS2地震を運転状態Ⅳ相当としている
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膜応力、曲げ応力、ピーク応力

膜 応 力

応力の板厚平均成分

曲げ応力

線形成分のうち

平均値からの変化成分

ピーク応力

膜＋曲げ応力に

付加される成分
0

板 厚

全応力

応力の線形成分

膜
応
力

曲
げ
応
力

ピ
ー
ク
応
力

容器､管などの壁厚内の応力分布
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一次一般膜応力の制限

・内圧による破裂や外力による延性破断を防止するため、

広範囲に作用する一次応力の壁厚平均成分を制限する

・クラス1容器（フェライト鋼系材料）の許容応力
設計条件------------------ Sm(1)

運転状態Ⅲ、S1地震---- MIN[Sy,(2/3)Su](2)

運転状態Ⅳ、S2地震---- (2/3)Su(2)

注 (1) 設計応力強さ
(2) オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金の場合の許容応力は、
運転状態Ⅲ､S1地震で 1.2Sm
運転状態Ⅳ､S2地震で MIN[(2/3)Su,2.4Sm]



9

設  計  応  力  強  さ  (Sm ) 
 

Sm＝ M IN  [A , B , C , D ] 

 

A＝
3
1
(常温における引張強さ規格値 )  

 

B＝
3

1.1
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
常温における引張強さ

における引張強さ温度 T
(常温における引張強さ規格値 ) 

 

C＝
3
2
(常温における降伏点規格値 ) 

 

D＝
3
2

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
常温における降伏点

における降伏点温度 T
(常温における降伏点規格値 ) 

ただし、オーステナイト鋼及び高ニッケル合金においては、 

D＝ 0 .9 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
常温における降伏点

における降伏点温度 T
(常温における降伏点規格値 ) 
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保安院・JNESパンフレット
「原子力発電所の耐震安全性」より抜粋
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SUS304鋼板の引張曲線(20℃）
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Su=520MPa

S2地震時許容応力

Sy=205MPa
S1地震時許容応力
Sm=138MPa

原子力プラントには延性と靭性に優れた材料が適用される
S1地震時許容応力は弾性領域、S2地震時許容応力も破損限界のはるか手前

（JAEA大洗提供データ）

×



12

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 5 10 15 20 25

ひ　ず　み　（%)

応
　
力
　
（
M
P
a
)

原子力プラントには延性と靭性に優れた材料が適用される
S1地震時許容応力は弾性領域、S2地震時許容応力もほぼ弾性領域

21/4Cr-1Mo鋼板の引張曲線

Su=520MPa

S2地震時許容応力
S1地震時許容応力＝Sy=315MPa

Sm=172MPa

（JAEA大洗提供データ）

×
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一次(膜+曲げ）応力の制限
軸力と曲げモーメントが作用する場合の応力分布(弾完全塑性体を仮定)

弾性領域

弾塑性領域

塑性崩壊
これ以上の曲げモーメントに
耐えられない

Sy

Sy

Sy－Sy

－Sy

－Sy

実際に使用している材料は加工硬化を生じるので
もっと大きな曲げモーメントに耐えられる
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この制限は疲労評価を簡易に行うために定めているもので、応力変動範囲が3Smを超えても直ちに破
壊には結びつかない。超えた場合は、塑性ひずみを考慮して疲労解析を行う。

シェイクダウンの説明

弾完全塑性体(加工硬化なし)を仮定する。
O→P：弾性挙動

Pを超えてひずみを生じさせると、
弾性計算上は O→A→B→C
実際は O→A1→B1→C1

A1で荷重を反転させると、 A1→A2
再び荷重を反転させると、A2→A1
2回目以降は、 A1←→A2(弾性挙動)の繰返し

最初の荷重がB1までなら、2回目以降は弾性挙動の
繰返し(シェイクダウン現象)となる。

最初の荷重がB1を超えてC1まで行く場合、
1回目は O→P→C1→C2→B2
2回目以降は B2→B1→C1→C2→B2となり、塑性
サイクルを描く。疲労解析が必要になる。

一次＋二次応力変動範囲の制限
一次＋二次応力の変動範囲≦3Sm( ≦2Sy)

2Sy

Sy

O

－Sy

P

A

B

C

A1 B1 C1

A2

B2
C2

εy
2εy

ε

σ

原子力工学シリーズ3
｢原子力プラントの構造設
計｣
安藤良夫、岡林邦夫著

東京大学出版会より

現実の材料は加工硬化があるため、荷重繰返しにより
降伏応力が上昇する。
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設計疲労曲線の作成(概念図）

(一次＋二次＋ピーク)応力振幅制限
累積疲労損傷係数≦1.0 を確認する

疲労データの最適曲線は、高サイクル側で平均
応力に関する補正を行っている

「原子炉構造設計 数値解析から耐震設計まで」、

矢川元基、一宮正和著、 培風館より
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荷 重 レ ベ ル 

 

実材料､実構造

の破損限界

評価上の限界－評価法の保守性 

基準の許容限界－基準の保守性 

実際の設計での最大想定負荷－設計余裕 

（耐圧設計等で板厚が決まる部位が多い） 

荷重想定の保守性

現実の運転での最大負荷

（どこでどの程度の余裕を取るかは設計に依存する）

構造･耐震設計における裕度概念図

ト － タ ル の 余 裕
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NUPECによる配管系終局強度試験

ｴﾙﾎﾞ2

ｴﾙﾎﾞ1

SF3

SF2

A2,D4

D3

YX

Z

加振方向：X方向

終局強度試験

ﾃｨ

試験体：実機配管系を模擬した3次元配管系モデル
付加質量(弁)､レストレイント､ティー､エルボ付き

荷 重：内圧10.7MPa（フープ応力でSm相当）
付加質量部水平変位=±120mm（許容限界の8.5倍、
兵庫県南部地震の約15倍）を生じる地震波を入力

結 果：5回目の加振中にエルボ横腹に疲労き裂が貫通
内部の水が漏洩（配管要素の疲労寿命曲線に対する累

積疲労損傷係数で1.8超)
疲労以外の形態の破損は起きなかった

疲労破損に対する裕度(共振状態）
１回の地震で疲労破損する入力地震動

S2地震に対するJEAG4601の許容入力地震動

（1回の地震での等価繰返し回数=60と仮定）
（設計疲労曲線に対する累積疲労損傷=1で破損を仮定）

＞10

出典：平成15年度原子力発電施設耐震信頼性実証に関する報告書その1 配管系終局強度, 平成15年9月, 財団法人原子力発電技術機構
平成15年度原子力発電施設耐震信頼性実証に関する報告書配管系終局強度, 平成16年6月, 独立行政法人原子力安全基盤機構

終局強度試験体
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付 録 ２ 

地震荷重と他の荷重との組合せ及び対応する許容応力状態 

本参考資料での検討と JEAG4601・補－1984「原子力発電所耐震設計技術指針－許容応力編」で
の検討を踏まえた結果，地震荷重と他の荷重との組合せ及び対応する許容応力状態は次のとおりで

ある。 

第
１
種 

第
２
種 

第
３
種 

第
４
種 

第
５
種 

そ の 他 耐

震

ク

ラ

ス 

（1） 

 種  別 

  

 

 

   
 荷重の組合せ 

支
持
構
造
物 

機

器

支
持
構
造
物 

容

器

支
持
構
造
物 

機

器

管 
 

容 

器 

管 

炉
心
支
持
構
造
物 

ポ
ン
プ
・
弁 

炉
内
構
造
物 

支
持
構
造
物 

D＋ P ＋ M ＋ S１ ⅢＡS ⅢＡS ― ― ― ⅢＡS ― ― ― 

D＋ PＤ＋ MＤ＋ S１ ― ― ⅢＡS ⅢＡS ― ― ⅢＡS ⅢＡS ⅢＡS

D＋ PＬ＋ MＬ＋ S１ （2） 
ⅣＡS 

（3）
ⅢＡS ― ― ― ⅣＡS ― ― ― 

D＋ P ＋ M ＋ S２ ⅣＡS ⅣＡS ― ― ― ⅣＡS ― ― ― 

As 

D＋PＤ＋ MＤ＋ S２ ― ― ⅣＡS ⅣＡS ― ― ⅣＡS ⅣＡS ⅣＡS

A D＋PＤ＋ MＤ＋ S１ ― ― ⅢＡS ⅢＡS ⅢＡS ― ⅢＡS ⅢＡS ⅢＡS

B D＋ Pｄ＋ Mｄ＋ SＢ ― ― BＡS BＡS BＡS ― BＡS ― BＡS

C D＋ Pｄ＋ Mｄ＋ Sｃ ― ― ― CＡS CＡS ― CＡS ― CＡS

注：(1) 各設備の種別は，原則として告示に基づくものとする。 

告示で規定されない容器・管にあっては以下による。 

１）耐震 A又は Asクラスに分類される非常用予備発電装置に付属する容器・管については第 

３種の規定を準用する。 

２）第５種管に分類されないダクトについても，第５種管の規定を準用する。 

３）上記１)，２)以外で告示で規定されない容器・管にあっては第４種の規定を準用する。 

(2) なお，ＥＣＣＳ及びそれに関連し,事故時に運転を必要とするものにあってはⅢＡＳとする。 

(3) 1) 第２種容器，許容応力状態ⅢＡＳの荷重の組合せ（D＋PＬ＋MＬ＋Sｌ）の PＬは，ＬＯＣＡ後 10－１年

後の原子炉格納容器内圧を用いる。 

2) 原子炉格納容器は，ＬＯＣＡ後の最終障壁となることから,構造体全体としての安全裕度を 

確認する意味でＬＯＣＡ後の最大内圧と S１地震動（又は静的地震力）との組合せを考慮する。 

この場合の評価は，許容応力状態ⅣＡSの許容限界を用いて行う。 
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原子力発電所耐震設計技術指針 
重要度分類・許容応力編 
JEAG4601・補-1984 



〔記号の説明〕 

D ： 死荷重 

P ： 地震と組合わすべきプラントの運転状態（冷却材喪失事故後の状態は除く）における圧力荷重 

M ： 地震及び死荷重以外で地震と組合わすべきプラントの運転状態で（冷却材喪失事故後の状態は除 

く）設備に作用している機械的荷重 

 各運転状態における P及びMについては，安全側に設定された値（たとえば最高使用圧力，設計機械 

 荷重）を用いてもよい。 

PＬ  ： 冷却材喪失事故直後を除き，その後に生じている圧力荷重 

MＬ ： 冷却材喪失事故直後を除き，その後に生じている死荷重及び地震荷重以外の機械的荷重 

PＤ ： 地震と組合わすべきプラントの運転状態Ｉ及びⅡ（運転状態Ⅲがある場合にはこれを含む),又は当該設

備に設計上定められた最高使用圧力による荷重 

MＤ  ： 地震と組合わすべきプラントの運転状態Ｉ及びⅡ（運転状態Ⅲがある場合にはこれを含む),又は当該

設備に設計上定められた機械的荷重 

Pｄ  ： 当該設備に設計上定められた最高使用圧力による荷重 

Mｄ  ： 当該設備に設計上定められた機械的荷重 

S１  ： 基準地震動 S１により定まる地震力又は静的地震力 

S２  ： 基準地震動 S２により定まる地震力 

SＢ  ： 耐震 Bクラスの設備に適用される地震動より求まる地震力又は，静的地震力 

 耐震 Bクラスの設備に適用される地震動により求まる荷重とは基準地震動 S１に基づく地震力を１/２ 

 倍した値を用いることができる。 

Sｃ  ： 耐震 Cクラスの設備に適用される静的地震力 

ⅢＡS：  通産省告示 501号の運転状態Ⅲ相当の許容応力を基準として，それに地震により生じる応力に対する

特別な制限を加えた許容応力状態 

ⅣＡS： 通産省告示 501号の運転状態Ⅳ相当の許容応力を基準として，それに地震により生じる応力に対する

特別な制限を加えた許容応力状態 

BＡS： 耐震 Bクラス設備の地震時の許容応力状態 

CＡS： 耐震 Cクラス設備の地震時の許容応力状態 

 ⅢＡS，ⅣＡS，BＡS，CＡSは JEAG4601・補－1984「原子力発電所の耐震設計技術指針－許容応 

 力編」による。 
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原子力発電所耐震設計技術指針 
重要度分類・許容応力編 
JEAG4601・補-1984 



第 2章 耐震 Asクラス及び Aクラス施設の許容応力 

 本章の各施設の地震時における許容応力状態ⅢAS及びⅣASは，許容応力を体系的に理解するために許容応力状態

ⅠA～ⅣAと共に表にまとめている。 

 許容応力状態ⅠA～ⅣAは告示で規定されるものであり、それにしたがうものとする。 

 なお、表の注のうち表の中に対応する注番号がないものは、表全体の注記である。 

 

2.1 容器の許容応力 
2.1.1 第１種容器の許容応力 
第１種容器の許容応力を次に示す。 

特別な応力限界 
応力分類 

 
許容 
応力状態 

1次一般膜応力 
1次膜応力＋

1次曲げ応力

1次＋2次

応力 

1次＋2次＋ 

ピーク応力 
純せん断応力 支圧応力

設計条件 Sｍ 1.5Sｍ － － － － 

ⅠＡ － － 
(7) 

0.6Sｍ 
 

(8)(9)
Sｙ 

(ｌ.5Sｙ) 

ⅡＡ － － 

 (1)
3Sｍ 

(2) 
運転状態Ｉ及びⅡ

における荷重の組

合せについて疲れ

解析を行い疲れ累

積係数が 1.0以下
であること。 

(7) 
0.6Sｍ 

 

(8)(9)
Sｙ 

(ｌ.5Sｙ)

ⅢＡ 

Sｙと 2/3Sｕの小さい
方。ただしオーステナ

イト系ステンレス鋼及

び高ニッケル合金につ

いては 1.2Sｍとする。 

左欄の 

1.5倍の値 
－ － (7) 

0.6Sｍ 

(8)(9)
Sｙ 

(ｌ.5Sｙ)

 ⅣＡ 

2/3Ｓｕ。ただしオース

テナイト系ステンレス

鋼及び高ニッケル合金

については 2/3Sｕと
2.4Sｍの小さい方。 

 左欄の 

1.5倍の値 
－ － － － 

ⅢＡS 

Sｙと 2/3Sｕの小さい
方。ただしオーステナ

イト系ステンレス鋼及

び高ニッケル合金につ

いては 1.2Sｍとする。 

(3)
左欄の 

1.5倍の値 
 0.6Ｓｍ 

   (9)
Sｙ 

(1.5Sｙ)

ⅣＡS 

2/3Sｕ。ただしオーステ
ナイト系ステンレス鋼

及び高ニッケル合金に

ついては 2/3Sｕと 2.4 
Sｍの小さい方。 

 左欄の 

1.5倍の値 

(4)
3Sｍ 

S１又は S２
地震動のみ

による応力

振幅につい

て 評 価 す

る。 

(5)(6) 
S１又は S２地震動
のみによる疲れ

解析を行い疲れ

累積係数を求め，

運転状態Ｉ，Ⅱに

おける疲れ累積

係数との和が 1.0
以下であること。 

0.4Sｕ 
(9)

Sｕ 
(ｌ.5Sｕ)
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2.1.3 第３，４種容器の許容応力 
第３，４種容器の許容応力を次に示す。 
応力分類 

許容 
応力状態 

１次一般膜応力 １次膜応力＋ 
１次曲げ応力 １次＋２次応力 １次＋２次＋ 

ピーク応力 

設計条件 S － － － 

ⅠＡ － － － － 

ⅡＡ － － － － 

ⅢＡ － － － － 

ⅣＡ － － － － 

ⅢAS 

Sｙと 0.6Sｕの小さい
方。ただし，オーステ

ナイト系ステンレス

鋼及び高ニッケル合

金については 1.2S と
してもよい。 

左欄の 1.5倍の値 

ⅣAS 0.6Sｕ 

  

左欄の 1.5倍の値 

  

（注）

 S１又は S２地震動のみによる疲れ解析を行い
疲れ累積係数が 1.0以下であること｡ただし，
地震のみによる 1次＋２次応力の変動値が２S
ｙ以下であれば疲れ解析は不要である。 

  注：2Sｙを超えるときは弾塑性解析を行うこと。この場合告示第 14条（同条第三号を除く。また Sｍは 

2/3Sｙに読替える。）の弾塑性解析を用いることができる。 
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2.2 管の許容応力 
2.2.1 第１種管の許容応力 
第１種管の許容応力を次に示す。 

 
応力分類 

許容 
応力状態 

１次一般膜応力 １次膜応力＋ 
１次曲げ応力 １次＋２次応力 １次＋２次＋ 

ピーク応力 

設計条件 Sｍ 1.5Sｍ － － 

ⅠＡ － － 

ⅡＡ － － 

    （1） 
3Sｍ 

運転状態Ⅰ及びⅡに

おける荷重の組合せ

について疲れ解析を

行い疲れ累積係数が

1.0以下であること。

ⅢＡ    （2） 
（1.5Sｍ） 2.25Sｍ － － 

ⅣＡ    （2） 
（2Sｍ） 3Sｍ － － 

ⅢＡS    （4） 
1.5Sｍ 

    （5）
2.25Sｍ 

ただし，ねじりによる応力

が 0.55Sｍを超える場合
は，曲げとねじりによる応

力について 1.8Sｍとする。

ⅣＡS 
   （4） 

2Sｍ 

（5）
3Sｍ 

ただし，ねじりによる応力

が 0.73Sｍを超える場合
は，曲げとねじりによる応

力について 2.4Sｍとする。

    
 
 

   (3)(5) 
3Sｍ 

 
S１又は S２地震動
のみによる応力

振幅について評

価する。 

（5） 
S１又は S２地震動のみ
による疲れ解析を行い

疲れ累積係数を求め，

運転状態Ⅰ,Ⅱにおける
疲れ累積係数との和が

1.0以下であること。 

注：(1) ３Sｍを超えるときは，告示第 47条の弾塑性解析を用いることができる。 
  (2) 告示第 49条第４項第一号及び第二号には、次に示すように規定されており，1次一般膜応力に逆算す

ると，（ ）内の値となる。 

ⅢＡに対し管の内面に受ける圧力は最高使用圧力の 1.5倍を超えてはならない。 

ⅣＡに対し管の内面に受ける圧力は最高使用圧力の２倍を超えてはならない。 

  (3) 3Sｍを超えるときは弾塑性解析を行うこと。この場合告示第 14条（同条第三号を除く）又は，告示第

47条（同条第三号及び第六号を除く）を用いることができる。 

  (4) 軸力による全断面平均応力については，許容応力状態ⅢＡSの１次一般膜応力の許容値の 0.8倍の値と

する。 

  (5) サポート用ラグ等が配管に直接溶接されている場合，配管に発生する局部的応力についても応力評価

を行うこと。 

 
 
 
 
 
 

－ 94 － 

原子力発電所耐震設計技術指針 
重要度分類・許容応力編 
JEAG4601・補-1984 



(a) 許容応力状態ⅢASでは，材料の延性に期待した崩壊限界 1.2Syと，地震時の 1次応力に対する
許容値 2.25Smとの交点は，0.55Smとなる。したがって、曲げモーメントとねじりモーメント

による応力は，それが 0.55Smを超える場合，1.8Sm(1.2Syを Sm表示)を限界とする。 
(b) 許容応力状態ⅣASでは，材料の延性に期待した崩壊限界 1.6Syと，地震時の 1次応力に対する
許容値 3Smとの交点は，0.73Smとなる。したがって，曲げモーメントとねじりモーメントに

よる応力は，それが 0.73Smを超える場合，2.4Sm(1.6Syを Sm表示)を限界とする。 
 
 2.2.2 第３種管の許容応力 
第３種管の許容応力を次に示す。 
応力分類 

許容 

応力状態 

１次一般膜応力 
１次膜応力＋ 

１次曲げ応力 
１次＋２次応力 

１次＋２次＋ 

ピーク応力 

  
設計条件 
  

(1) 
S 

  

(2)
S 

（1.2S） 

－ 
  

  
－ 

  
ⅠＡ － －   

ⅡＡ － － 
(3)

Sa － 

ⅢＡ － － － － 

ⅣＡ － － － － 

ⅢAS 

(4) 
Sｙと 0.6Sｕの小さい
方。ただしオーステナ

イト系ステンレス鋼

及び高ニッケル合金

については 1.2S とし
てもよい。 

Sｙ 
 
ただしオーステナイ

ト系ステンレス鋼及

び高ニッケル合金に

ついては 1.2S として
もよい。 

ⅣAS 
(4) 

0.6Sｕ 左欄の 1.5倍の値 

(5) 
S１又は S2地震動のみによる疲れ解析を行い疲

れ累積係数が 1.0以下であること。ただし地震
動のみによる 1次＋2次応力の変動値が 2Sｙ以
下であれば，疲れ解析は不要である。 

 
注：(1)告示第 55条により，検定水圧により確認してもよい。 

(2)（ ）内は，逃し弁及び安全弁の吹出し反力その他の短期的荷重を入れた場合を示す。 

（告示第 56条第一号ロ参照） 

(3) Sａは告示第 56条第二号ハによる。ただし逃し弁及び安全弁の吹出し反力その他の短期的荷重

を入れた場合は告示第 56条第二号二による。 

(4) 軸力による全断面平均応力については,許容応力状態ⅢＡS の１次一般膜応力の許容値の 0.8 倍

の値とする。 

(5) 2Syを超えるときは，弾塑性解析を行うこと。この場合告示第 47条（同条第３号及び第６号を

除く。また Sｍは 2/3Sｙに読替える。）の弾塑性解析を用いることができる。 
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  第 3章 耐震 Bクラス施設の許容応力 

本章の各施設の地震時許容応力状態 BＡSは，許容応力を体系的に理解するために許容応力状態Ⅰ

Ａ～ⅡＡと共に表にまとめている。 
この許容応力状態ⅠＡ～ⅡＡは告示で規定されるものであり，それに従うものとする。 
なお，表の注のうち表の中に対応する注番号がないものは，表全体の注記である。 

 

3.1 容器の許容応力 
3.1.1 第３，４種容器の許容応力 
第３，４種容器の許容応力を次に示す。 

応力分類 
許容応力状態 1次一般膜応力 1 次 応 力 

設 計 条 件 S（注） － 

ⅠＡ － － 

ⅡＡ － － 

BＡS 

Sｙと 0.6Sｕの小さい方。 
ただし，オーステナイト系ステン

レス鋼及び高ニッケル合金につい

ては 1.2Sとしてもよい。 

Sｙ 
ただし，オーステナイト系ステン

レス鋼及び高ニッケル合金につい

ては 1.2Sとしてもよい。 

注：告示第 31条により検定水圧により確認してもよい。 

 
3.2 管の許容応力 

3.2.1 第３種管の許容応力 
第３種管の許容応力を次に示す。 

1次応力 応力分類 

許容応力状態 
1次一般膜応力 

（曲げ応力を含む） 
1次十 2次応力 

設 計 条 件 S（1） S 
(1.2S)(2) － 

1Ａ － － 

ⅡＡ － － 
  (3)

Sa 

BＡS 

(4)
Sｙと 0.6Sｕの小さい方。
ただしオーステナイト系

ステンレス鋼及び高ニッ

ケル合金については1.2S
としてもよい。 

Sｙ 
ただしオーステナイト系

ステンレス鋼及び高ニッ

ケル合金については1.2S
としてもよい。 

(5)
 － 
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モーメント荷重を受ける配管系の一次応力制限について 

（99～102ページ） 

(9) 許容応力状態ⅢＡS及びⅣＡSの１次応力の許容限界について次のａ，ｂに述べるような意見が
あったが，ｂの意見を採用することとした。 
ａ. 地震力は，配管系に主として曲げモーメント，ねじりモーメントを発生させるので，１次
応力のうち問題となるのは，１次局部＋１次曲げ応力である。これらの１次応力の算定，及

び内圧，自重その他の１次応力を発生させる荷重と地震力との組合せ方は，告示第 46条第一
号の式をそのまま適用できる。すなわち 

       S＝
ｔ200

PDB o1 ＋
i

ip

Z
MB2  

S ：１次応力 
P ：最高使用圧力 
Do ：管の外径 
t ：管の厚さ 
MiP ：管の機械的荷重により生じるモーメント 
Zi ：管の断面係数 
B1, B2 ：応力係数 

地震力（片振幅）は，モーメントMiP（曲げモーメントM，ねじりモーメント Tを合

成して MiP ＝
22 TM + として求められる）中に，自重その他の機械的荷重によるモーメ

ントとして組合せて考慮される。 
(a) 許容応力状態ⅢＡSの許容応力 2.25Smに対し，圧力が小，すなわち圧力による円周方向応
力σφ≒0 ，軸方向応力σl ≒0で，管厚が圧力によって支配されない管では，ねじりモー
メントが大になると崩壊曲線（CＬ'＝1.2Sy：許容応力状態ⅢＡSに対し，材料の延性に期待し，
降伏点の 2割増しとした。）を超える領域が出てくる。（図 2－4の斜線部分） 
したがって，この領域をさらに制限するために内圧による軸応力が 0.4Sm未満の管におい
ては，上式MiP中のねじりモーメントＴによる応力を 1.4Sm以下とする制限を設けた。この
場合でも,崩壊限界（CＬ'）を超える領域（図 2－4の斜線の部分）が残るが，この領域で設計
される配管は極くまれであること，かっこの領域においてもなお材料の延性に期待できると

判断した。 
（b）許容応力状態ⅣＡSについても同じねじり応力の制限を設けた。 

ｂ. 各許容応力状態ごとに材料の延性に期待した崩壊限界（ⅢＡSに対しては，降伏点の 1.2倍，
ⅣＡS に対しては，降伏点の 1.6 倍とした。）を定め，これと１次応力に対する許容限界の双方
を満足する範囲を制限領域とした。（図 2－5参照） 
すなわち上述の制限領域は次のようになる。 

（a）許容応力状態ⅢＡS では，材料の延性に期待した崩壊限界 1.2Sy と，地震時の１次応力に対
する許容値 2.25Smとの交点は，0.55Smとなる。したがって，曲げモーメントとねじりモー
メントによる応力は，それが 0.55Smを超える場合，1.8Sm（1.2Syを Sm表示）を限界とす



る。 
（b）許容応力状態ⅣＡS では，材料の延性に期待した崩壊限界 1.6Sy と，地震時の１次応力に対
する許容値 3Smとの交点は，0.73Smとなる。したがって，曲げモーメントとねじりモーメ
ントによる応力は，それが 0.73Smを超える場合，2.4Sm（1.6Syを Sm表示）を限界とする。 
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図 2-4 直管の崩壊限界荷重と地震時の許容限界との関係 

図 2-5 直管の崩壊限界荷重と地震時の許容限界との関係 


